
高齢者や障がい者に多い

消費者トラブルとその対処法

令和４年１月２０日
松山市役所

NPO法人えひめ消費者ネット理事・検討委員
消費生活相談員 遠山利恵子



心
理
チ
ェ
ッ
ク

ダマされやすさ心理チェック 立正大学心理学部西田公昭博士





グランプリ受賞作品
「良い人」



「自分もだまされるかも知れ
ない」と普段から心得ておく

人の助言を素直に受け
入れることができる

被害を未然に防げる

詐欺の被害にあわないために



1. 自分は大丈夫をやめよう
2. 消費者安全確保地域協議会とは
3. 消費生活センターの役割
4. 県内の詐欺被害の傾向
5. 高齢者等のトラブルの特徴
6. コロナ禍における消費者トラブル
7. クーリング・オフについて
8. 相談窓口の紹介

講座内容

6



 地域協議会は、多様な見守りの担い手が日々の
見守りの中で発見した消費者被害の端緒情報を、
確実に消費生活センターへの相談へとつないで
いただくための見守りネットワークです。

 高齢者の消費者被害が深刻化する中、2014年
6月に消費者安全法が改正され、高齢者や障が
い者等の消費生活上特に配慮を要する消費者を
見守るため、地域において、消費者安全確保地域
協議会（見守りネットワーク）を組織することがで
きると規定されました。

消費者安全確保地域協議会とは？



地域協議会設置の効果

本人の同意がなくても、必要と認められる場合は、関

係者間で個人情報を共有して対応に当たることができ

る。

被害の端緒情報を速やかに消費生活センターにつな

げることができる。

被害情報を構成員間で共有することで、トラブルの未

然防止や拡大防止を図ることができる。

見守りリストの作成で効果的な見守りができる。

消費者トラブルの発見から福祉サービスにつなぐこと

ができる。



気付き

報告と情報共有

消費生活センター
への相談を勧める

消費者安全確保地域協議会
が設置済みであれば原則と
して本人の同意は不要！

同意なし

同意あり

消費生活センターにて被害回復等の対応

トラブルに気づき、消費生活
センターにつなげる

地域包括支援センターや地域協議会で情報
を共有し、見守り活動に活用する



消費生活センターってどんなとこ？

消費者安全法に基づき、都道府県、政令指定都市およ

び市区町村に消費生活センター（1１６２か所）、法に

基づく消費生活センターがない市町村には消費生活

相談窓口(６２６か所)を設置。（R2/4/1現在）

専門知識を持った消費生活相談員が対応。

消費者被害の解決のための助言。

相談者が高齢者等の場合などに、状況に応じた支援。

解約や返金といった被害回復のため、必要に応じて事

業者とあっせん交渉。

弁護士相談や関係機関等の適切な相談窓口を案内。

消費者への教育・啓発。



国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワーク
で結び、消費生活相談情報の収集を行っているシステム。

国民生活センターHP「PIO-NETの紹介」より
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愛媛県警HPより



還付金詐欺

愛媛県警HPより

還付金詐欺の発生 （１月１２日 伊予署）
本年１月１１日、伊予市内のA女さん宅に、市役所職員を名乗る男から、
「介護保険料の払い戻しがあります。」、「使用している銀行口座を教
えてください。」、「ＡＴＭ機で払い戻し金を受け取れるように手続き
します。」等と電話があり、その後、金融機関のコールセンターを名乗
る女から電話があり、「申請手続きが出来たので、キャッシュカードと
通帳を持って金融機関に来てください。コロナ対策のためＡＴＭへ行っ
てください。」等と言われ、Ａ女さんは、自宅近くのＡＴＭに赴き、
コールセンターに電話をかけ、指示どおりにＡＴＭ機を操作したところ、
現金約５０万円を騙し取られた。



愛媛県警HPより

架空請求詐欺



架空請求で1億6千万円被害 札幌の男性、
詐欺の疑いで捜査

札幌・北署は7日、札幌市北区の60代男性が「NTTファイナン
ス」のサポートセンターなどを名乗る何者かに有料サイトの未納
料金を請求され、百数十回にわたり計約1億6600万円をだま
し取られたと発表した。北署は特殊詐欺事件として、詳しい経緯
を捜査している。
署によると、6月22日ごろに男性の携帯電話に未納料金の支
払いを求めるショートメッセージサービス（SMS）が届き、男性
が記載されていた連絡先に電話。約80万円を支払った。
その後「サイバー保険に加入する必要がある」などと複数回連
絡があり、男性は10月2日までに指定された口座に計約1億6
600万円を振り込んだ。

共同通信2021年12月07日



架空請求メール

 利用した覚えがない場合、
絶対に料金を支払わない。

 請求先には絶対に連絡をし
ない。
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①通信販売に関する相談が増加し、店舗購入や訪問販

売、電話勧誘販売の相談は減少

②健康食品等の定期購入に関する相談が増加

③情報通信関連の相談が非常に多い

④高齢になるにつれ、訪問販売や電話勧誘販売、訪問

購入の相談の割合が高くなる

⑤新型コロナウイルス感染症に関連する相談がみられた

国民生活センター「2020年度にみる60歳以上の消費者トラブル」より

60歳以上が契約者の消費者トラブルの特徴

2020年度にみる
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60歳以上の「通信販売」の年代別相談件数

国民生活センター「2020年度にみる60歳以上の消費者トラブル」より

ネット通販、テレビショッピング、カタログ通販
新聞折込チラシ、雑誌広告、ポスティング、DMなど



国民生活センター「2020年度にみる60歳以上の消費者トラブル」より

「定期購入」の年代別相談件数
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SNSでマウスウォッシュの広告を見た。回数の
しばりがなく、次回発送の１０日前までに電話
で連絡すれば解約できると書いてあったのを
確認して注文した。ところが１か月後、また２箱
届き、７７００円も請求された。業者に電話で返
品を申し出たら、 「返品は受け付けられない。
４回の購入が条件の定期コースなので、総額２
３６５０円支払ってもらわないと解約できない」と
言われた。広告にはそんなこと書いていない。
２回目を返品して、定期コースを解約したい。

健康食品・化粧品の定期購入トラブル
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プレミアムコースは４回以上の継続
がお約束となります。
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４回目受取までの合計金額は
２３６５０円(税込)で送料無
料です。
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特定商取引法に基づく表記
などは必ずチェックする！

 事業者名、住所、電話番号…
 商品の販売価格、消費税、送料…
 支払い方法、支払い時期…
 商品の引き渡し時期…
 返品・交換・キャンセルついて…



令和3年 特定商取引法の改正

インターネット通販における「意に反して契約の申込みを
させようとする行為」に係るガイドラインより

令和４年6月1日施行



「注文前」に返品ルールを確認！
1. 解約・返品できるかどうか？
2. 返品可能な場合には返品期間、送料負担はどちらか？
3. 解約できる期間、解約の際の連絡手段は何か？

最終確認画面に契約内容全てが表示されているか確認！
何回分の定期購入が条件か、商品の引渡時期や代金の支払時期、支
払代金の総額等の条件を表示されていない場合は、特定商取引法の
ガイドラインにおける「意に反して契約の申込みをさせようとする
行為」に該当し、行政処分の対象となる。

記録を残す！
1. 最終確認画面の印刷やスクリーンショットの撮影
2. 事業者への連絡履歴（事業者への電話、メッセージアプリの画面、

メール）

インターネット通販など、通信販売には
クーリング・オフ制度はありません



７０歳代の男性がスマホで換気扇フードを注文したら「ショッピ
ングカートに入っていないのでやり直してください」と表示された。
再度注文したが、また同じ表示が出た。諦めて別のサイトで注
文すると「エラーです」と出たので、注文できていないと思って
いたら、後日商品が３台届いた。業者に返品を申出たが、返品
は不可だと、応じてもらえない。

高齢者のネットショッピングトラブル

注文日の翌日から90日以
内に楽天市場に申請すれ
ば、調査後、補償条件に
合致した場合、購入代金
が最高30万円（送料込）
まで補償される。

楽天あんしんショッピングサービス

５つのトラブルに対応

① 代金を支払ったのに商品が届かない。
② お届け予定日を過ぎて商品が届いた。
③ 商品ページの内容と全く違うもの、または、

欠陥品が届いた。
④ 返品したが、ショップが対応してくれない。
⑤ ブランド品を購入したが、模倣品かも。

参
考

無料



ネット通販の詐欺サイト

インスタグラムでブランド時計の広告があり、業者の
住所が近くだし、ペアで18,000円だったので、安い
と思い注文した。２週間後、着払いで商品が届いたが
２つとも偽物で壊れていた。業者のHPは消えていて、
メールしても連絡が取れない。


